
≪診療費について≫ 

 

診療費につきましては次の通りです。 

（令和８年６月１日現在） 

  

費  目 

保険+自立支援医療併用 

（１割負担） 

保険のみ 

（３割負担） 

医療保険 

 

デイ・ケア 

（1 日：通所開始 1 年未満） 

      ８４０円 

（1 日：通所開始 1 年以上） 

       ７９０円 

 

 

デイ・ケア 

（1 日：通所開始 1 年未満） 

２,５１０円 

（1 日：通所開始 1 年以上） 

      ２,３６０円 

 

 

ショート・ケア 

（1 日：通所開始 1 年未満） 

      ４４０円 

（1 日：通所開始 1 年以上） 

４２０円 

 

ショート・ケア 

（1 日：通所開始 1 年未満） 

１，３１０円 

（1 日：通所開始 1 年以上） 

    １，２５０円 

生活保護 自己負担なし 自己負担なし 

 

 

・当施設を通所される方は自立支援医療の利用をお勧めします。 

・保険と自立支援医療を併用される方の自己負担については、原則 1 割負担と 

なっていますが、所得に応じて負担の月上限額が設定されます。 

＊自立支援医療の受給者証が発行されましたら、必ず当院外来受付に提示して 

下さい。 

 

 

 

 

 
 



障害者総合支援法の自立支援医療について  
 

・自立支援医療は市町村役場で申請を行い認定されると、受給者証と自己負担上

限額管理票（生活保護の方は管理票はありません）が発行されます。 

・自立支援医療は認定された指定自立支援医療機関でのみ有効となります。 

（受給者証に記載されていない他の医療機関では適応されません） 

・月額負担上限額（受給者証に記載）とは、指定自立支援医療機関での医療費の

月の自己負担の上限額で、その金額以上の医療費は発生しません。 

 

≪自立支援医療制度の概要≫ 

➀原則、総医療費の 1 割を負担することになりますが、所得に応じて月当たりの

負担上限が設定されます。 

➁継続的に相当額の医療費負担がある方には、月当たりの負担上限額が設定され

ます。 

➂自立支援医療の有効期限は 1 年以内です。 

➃指定した医療機関や薬局・訪問看護事業者で、自立支援医療を受けます。 

（指定自立支援医療機関） 

 

◎所得区分、自立支援医療の対象、自己負担の概要 

一定所得以下 中間所得層 一定所得以上 

生活保護世帯 

 

市町村民税非課税 

市町村民税 

（所得割） 

2 万円未満 

市町村民税 

（所得割） 

2 万円≦ 

市町村民税 

＜20 万円 

市 町 村 民 税 

（ 所 得 割 ） 

2 0 万 円 

≦市町村民税 

低 所 得 1 

本 人 収 入 

≦８０万円 

低 所 得 2 

本 人 収 入 

＞８０万円 

0 円 
負担上限額 

2 , 5 0 0 円 

負担上限額 

5 , 0 0 0 円 

医療保険の 

(１割 

自己負担限度額

負担） 

公費負担の対象外 

(医療保険の負担割合 

自己負担限度額） 

負担上限額 

5 , 0 0 0 円 

負担上限額

10,000 円 

負担上限額 

20,000 円 

 

お問い合わせ先（旭川市在住の場合） 

     旭川市役所  

障害福祉課 障害福祉係 

TEL 0166-25-9855 （ FAX 0166－24－6967 ） 

旭川市 7 条通 9 丁目 48 番地 


